
NO. 質問 回答

1

仕様書  ４業務内容（１）封筒の準備

後納郵便の場合、後納マークの印刷は問題ございませんでしょうか？

後納郵便の場合、後納マークの印刷で問題ございません。

なお、前回は「料金別納郵便」と表示しておりました。

2

（３）印刷封入封緘発送

結果通知書の印刷について、PDFデーターには宛名も一件ずつ記載さ

れており、データー加工等はなく、そのまま印刷するという認識で問

題ないでしょうか？

ご認識のとおりです。

PDFデータ１件ずつに郵便番号、住所、法人名の記載がありますの

で、加工いただく必要はございません。

3

（３）印刷封入封緘発送

郵送にについてですが、郵便料金は、受託者負担での入札金額となり

ますでしょうか？それとも発注者でしょうか？

また、郵送の差出場所、後納郵便、特定記録郵便などについて、規定

はありますでしょうか？

郵便料金も受託者（請負者）負担となりますので、入札金額に含め

ていただくようお願いします。

差出場所は特段指定ありませんが、郵便代は別納郵便又は後納郵

便、郵便方法は普通郵便でお願いいたします。

4

今入札の契約金額は郵送代も含んだ金額でしょうか。また、仕様書上

に明記はありませんが、差出局は指定なしという解釈で宜しいでしょ

うか。

郵便料金も請負者負担となりますので、入札金額に含めていただく

ようお願いします。

差出場所は特段指定ありません。

5

ご提供予定のPDFデータは、その版面のテキストをコピー&ペースト

できる仕様でしょうか。

PDFデータのテキストはコピー&ペースト出来る仕様となっており

ます。（ご利用のPC環境によっては、コピー&ペースト出来ない場

合があります。）

6

送付用封筒の印刷の色数は、墨文字1色のみですね。 送付用封筒の印刷の色は墨文字1色でお願いいたします。

7

発送時の郵便料金は貴省の後納契約での⽀払いとなりますか？それと

も郵便料金も今回の調達内容に含む認識でしょうか？

郵便料金も請負者負担となりますので、入札金額に含めていただく

ようお願いします。

8

4（3）（作業内容）

結果通知書の折り方ですが、外三つ折り⇒巻三つ折りに変更してもよ

ろしいでしょうか？（封筒窓からの⾒え方など機能の変更は一切あり

ません）

封筒窓から宛名のみが⾒え、審査結果が⾒えない形であれば問題ご

ざいせん。

9

4（3）（作業内容）

お預かりする印刷用PDFデータはどのような仕様でしょうか？

・1レコード分で1ファイルか、全レコード分で1ファイルか

・字形は保持されており外字不要か

・テキストを保持しているか

印刷用PDFデータの仕様は以下のとおりです。

・約1,000件で１ファイルとなっています。

・外字不要です。

・テキスト情報を保持しております。

（ご利用のPC環境によっては、異なった仕様で表示される場合があ

ります。）

10

4（3）（作業内容）

弊社内でPDFデータを郵便番号順に並び変えて局だしします。

問題ございませんか？

PDFデータの情報（内容）が変わらなければ問題ござません。

11

4（3）（作業内容）

同一住所/同一⽒名の場合は、名寄せ処理をしてお送りする必要はあ

りますか？（要望があればPDFデータから機械的に実施します）

ご対応可能な範囲で名寄せ処理をお願いいたします。

12

8（5）印刷物の仕様他

環境物品等の調達の推進に関する基本方針11ページ

弊社では封筒、結果通知書ともにフォーム用紙での⽣産となります。

フォーム用紙の判断の基準に適合しない場合は環境省担当官と協議す

ることになると思いますが、その際に評価するポイントとしてはリサ

イクル適性ランクになるのでしょうか。

何をもって評価するのかを確認させていただけますと幸いです。

判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当

官と協議し、了解した場合に限り、代替品の納入を認めることにな

りますので、代替品を評価するのではなく、判断の基準を満たす印

刷用紙の調達が困難な事情をうかがうことになります。
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13

8（5）印刷物の仕様他

環境物品等の調達の推進に関する基本方針216ページ

22-2印刷にて、【判断の基準】の中で、③印刷物へリサイクル適性

を表示することとありますが、製品のデザインに組込み、製品として

表記する必要があるという事でしょうか。

成果物に標記いただくことになります。

14

8（5）印刷物の仕様他

環境物品等の調達の推進に関する基本方針216ページ

22-2印刷にて、<個別事項>として①オフセット印刷については、こ

の個別事項が満たされない場合には環境省担当官と協議し、承諾を得

ることが可能なのでしょうか。

当個別事項を満たしていただく必要があります。

15

8（5）印刷物の仕様他

環境物品等の調達の推進に関する基本方針216ページ

22-2印刷にて、【配慮事項】として④インキ⽸やインク、トナー等

の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクルされて

いること。とありますが、リサイクルされていない場合には、環境省

担当官と協議し承諾を得ることが可能なのでしょうか。

当配慮事項を満たしていただく必要があります。

16

8（5）印刷物の仕様他

環境物品等の調達の推進に関する基本方針216ページ

項番14、15で確認させていただいています内容については、実際に

資材確認票を提出の上で環境省担当官と協議することになるのでしょ

うか。

上記のとおりです。

17

8（5）印刷物の仕様他

環境物品等の調達の推進に関する基本方針219ページ

リサイクル適性ランクについてですが、①紙②インキ類③加工資材に

おいての確認です。

紙︓Aランク、インキ︓Cランク、加工資材︓Dランクの場合は製品

はDランクとなるで認識合っていますでしょうか。

ご認識のとおりDランクとなります。

18

8（5）印刷物の仕様他

環境物品等の調達の推進に関する基本方針219ページ

弊社で⽣産する封筒にて⽔溶性のりを使用して、接着しているのです

が、リサイクル適性ランクについてご教示いただきたく、③加工資材

の製本加工において⽔溶性のりがAランクとして記載されております

が、⽔溶性糊のりでAランクの条件等はありますでしょうか。

特段条件はございません。


